
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第４６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月３０日 ０５時５５分ごろ 

発生場所 青森県六ヶ所村むつ小川
お が

原
わら

港東方沖 

むつ小川原港新
しん

納屋
な や

南防波堤灯台から真方位１０８°３.９海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯４０°５４.４′ 東経１４１°２８.９′） 

事故等調査の経過 平成２５年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十五榮彦
えいひこ

丸、９.７トン 

   ＡＭ２－５５３５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第十八政
せい

幸
こう

丸、４.８トン 

   ＡＭ３－３５０５６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破損 

Ｂ 左舷船尾部に破口 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、霧で視界が制限された状

況下、法定灯火を表示し、むつ小川原港東方沖を約６ノットの対地速

力で自動操舵により、南進していた。 

船長Ａは、操舵室の操舵スタンド付近で立って操船を行い、甲板員

Ａは、操舵室前の甲板上でイカの箱詰め作業を行っていた。 

船長Ａは、船首方約０.２５ＭにＢ船を初めて視認したものの、Ｂ

船の船尾側を通過できるものと思い、魚群探知機を見ながら、航行を

続け、平成２５年７月３０日０５時５５分ごろ、むつ小川原港東方沖

において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、法定灯火を表示し、機関

を中立として船首を東方に向け、漂泊していか釣り漁の操業を行って

いた。 

船長Ｂは、操舵室の操舵スタンド付近でいか釣り機を操作し、甲板

員Ｂは、操舵室前の甲板上でイカの箱詰め作業を行っていた。 

船長Ｂは、Ｂ船に接近するＡ船に気付かずに操業を続けていたとこ

ろ、衝突直前に甲板員Ｂの悲鳴を聞いてＡ船に気付いたが、Ｂ船はＡ

船と衝突した。 



 

Ａ船及びＢ船は、自力航行して六ヶ所村泊漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 東、風力 １、視界 不良 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

六ヶ所村には、７月１６日００時０５分に濃霧注意報が発表され、

本事故発生当時は継続中であった。 

 その他の事項 Ａ船は、レーダー２台のうち１台を１.５Ｍレンジ、他の１台を０.

５Ｍレンジとしていた。 

Ｂ船は、レーダーを作動していた。 

両船は、視界制限状態における音響信号（以下「霧中信号」とい

う。）を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧で視界制限状態となったむつ小川原港東方沖を南進中、

船長Ａが、霧中信号を行わず、Ｂ船の船尾側を通過できるものと思い

込み、魚群探知機に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となったむつ小川原港東方沖で漂泊して

いか釣り漁の操業中、船長Ｂが、霧中信号を行わず、いか釣り機の操

作に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、霧で視界制限状態となったむつ小川原港東方沖におい

て、Ａ船が南進中、Ｂ船が漂泊していか釣り漁の操業中、船長Ａ及び

船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態の海域を航行する際は、霧中信号を行うこと。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 


